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学校では、文部科学省が定めている「いじめ」の定義に基づいて認知をしています。いじめの認知に当たっては、

被害の子供が「心身の苦痛を感じている」かどうかを鑑み、個別に学校いじめ対策委員会で判断しています。

個々のいじめへの対応に当たっては、その行為の重大性を総合的に考慮して、適切な対応を行います。 

「いじめ」の定義に基づく確実な認知に向けて 



文部科学省は昭和６１年度以来、「いじめ」の定義について策定・変更してきました。その背景には、子供がいじ

めを苦にして自殺した事案が多く関わっています。報道等で「いじめ」が大きな社会問題となるたびに、学校現場

のいじめの捉え方の課題を踏まえて、その定義が広範囲なものに修正されてきました。学校では、二度といじめを

苦にして自ら命を絶つような事案を起こさないために、「いじめ」の定義が変更されてきた経緯を正しく理解し、現

行の定義に基づき、確実な認知に努めています。「法令上のいじめ」と「社会通念上のいじめ」のちがいを理解し

た上で、学校では「法令上のいじめ」について認知・対応しています。 

 

＜いじめの定義の変遷（旧文部省および文部科学省より）＞ 


